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【業務内容】

○

 

広域的・基本的な公共交通計画の策定、国際観光・広域観光施策の企画立案

 

（企画観光部、交通環境部）

○

 

地域における公共交通、事業振興等の施策の企画立案

 

（企画観光部、交通環境部）

○

 

鉄道の安全確保に関する業務

 

（鉄道部）

・

 

鉄道事業に係る許認可、事業者に対する保安監査、運輸安全マネジメントの実施、鉄道施設の検査等

○

 

自動車の安全確保に関する業務

 

（自動車交通部、自動車技術安全部）

・

 

事業（バス・タクシー・トラック、整備）に係る許認可、監査計画の策定、運輸安全マネジメントの実施等

○

 

海事関係の安全確保に関する業務

 

（海事振興部、海上安全環境部）

・

 

事業（旅客船、貨物船、港運等）の許認可、監査計画の策定、運輸安全マネジメントの実施等

・

 

管内（本局の所在する都道府県内）における船舶検査等海事関係の現場業務

【業務内容】
自動車の検査・登録業務へのニーズが特に大きい
地域での現場業務の実施。

【組織概要】
首席運輸企画専門官

 

等

【業務内容】
主要港湾所在地、造船所集積地等海事行政への
ニーズが特に大きい地域での現場業務の実施。

【組織概要】
首席運輸企画専門官、首席海事技術専門官

 

等

【組織概要】
総務部、企画観光部、交通環境部、鉄道部、自動車交通部、自動車技術安全部、
海事振興部、海上安全環境部

 

等

本局等

 

（１０カ所）
（北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、神戸、中国、四国、九州）

【業務内容】

○

 

地域における公共交通、事業振興等の施策の実施（関係者との連絡調整等）

○

 

自動車の安全確保に関する現場業務

・

 

監査の実施

・

 

自動車の検査（街頭検査を含む）・登録

○

 

海事関係の安全確保に関する現場業務

・

 

船舶の検査・登録測度

・

 

運航労務監査の実施

・

 

海技資格・船員労務に係る諸手続

【組織概要】
○

 

地方運輸支局

 

５１カ所

 

（北海道７カ所、各都府県（兵庫県、沖縄県を除く）１カ所）
○

 

兵庫陸運部

 

１カ所

運輸支局等(５２カ所)

自動車検査登録事務所(３６カ所) 海事事務所(１９カ所)

地方運輸局の組織･体制



地方運輸局の沿革

昭和２４年６月

運輸省が設置。その地方支分部局として、
・海運局（10局：北海道、東北、新潟、関東、東海、近畿、神戸、中国、四国、九州）

・陸運局（９局：札幌、仙台、新潟、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡）

が設置。

昭和５９年７月

海運局及び陸運局が統合。
・地方運輸局（９局：北海道、東北、新潟、関東、中部、近畿、中国、四国、九州）

・海運監理部（１監理部：神戸）

が設置。海運局の支局は海運支局に名称変更。

昭和６０年４月
地方事務官制度が改正。各都道府県の陸運事務所及び各支所が
地方運輸局の陸運支局及び自動車検査登録事務所として移管。

平成１３年１月 国土交通省が設置。

平成１４年７月

組織改正により、
・地方運輸局本局に企画２部（企画振興部、交通環境部）が設置。
（併せて海事関係の３部が再編成。）
・海運支局及び陸運支局が統合され、運輸支局が設置。
地方運輸局の自動車検査部門が自動車検査独立行政法人に移行。

平成１８年７月

組織改正により、
・鉄道・自動車関係の監査体制が強化。
・海事関係の業務執行体制が強化。
・運輸支局等へのスタッフ制度が導入。

現 在



神戸市

東北運輸局

 

(402人)

北陸信越運輸局

 

(286人)

仙台市

(沖縄総合事務局)

関東運輸局

 

(832人)

中部運輸局

 

(496人)

海事、倉庫関係業務については、
山口県下関市、宇部市、山陽小野田市

 

及び長門市は九州運輸局の管轄区域。

近畿運輸局

 

(471人)

九州運輸局

 

(565人)

四国運輸局

 

(290人)

中国運輸局

 

(424人)

福岡市

広島市

高松市

大阪市

名古屋市

横浜市

：本局庁舎の所在地

北海道運輸局

 

(372人)

札幌市

新潟市

神戸運輸監理部

 

(171人)

※括弧内は平成22年度末定員

地方運輸局の管轄区域

 

(定員数

 

4,309人)



総務企画関係

８４０人

管理部門：６５人

輸送部門：３６６人
バス･タクシー･トラック事業の許認可

 

等

監査部門：３２６人
バス･タクシー･トラック事業の指導、業務監査の実施 等

登録部門：７５０人
自動車の登録

 

等

検査整備保安部門：６４２人

検査：２１１人(６４２人の内数)
自動車の検査

 

等

整備・保安・環境：４３１人(６４２人の内数)
自動車整備事業の指導監督
自動車の安全･環境対策

 

等

管理部門：７３人

運航労務監理官：１７８人
旅客船の安全審査、船員の労働条件の監査の
執行業務

 

等

船舶検査官：１５９人
船舶の設備･構造等の検査の執行業務

船舶測度官：４６人
船舶のトン数測度の執行業務

外国船舶監督官：１３４人
PSC(ポートステートコントロール)の執行業務

※ 平成22年度末定員

全体

 

４，３０９人

船員労政等部門：１９３人
海技免状の交付、船員職業の紹介

 

等

船舶安全等部門：１２７人
船舶国籍証書の交付、船舶検査に係る
条約証書の交付

 

等

海技試験官：３１人(１９３人の内数)
海技試験･水先人試験等の実施業務

総務企画：７５５人
人事･会計･公共交通活性化施策の推進

 

等

観光：８５人
国際観光･広域観光の推進、旅行業の指導監督

 

等

･

 

地方運輸局等
･

 

運輸支局等
･

 

自動車検査登録事務所
･

 

海事事務所

地方運輸局部門別定員構成

約９割

約９割

技術部門：１２２人
鉄道等の施設･車両の許認可･検査・監査、事故対応等

約９割

事業監督部門：２０９人
海上運送事業･港湾運送事業等の許認可 等

管理部門：１８人鉄道関係

２０１人

事業監督部門：６１人
鉄道事業等の許認可、業務監査の実施

 

等

自動車関係

２，１４９人
海事関係

１，１１９人



登録車両数
約５，０００万台

（H20年度末現在）

登録等年間処理件数
約１，９００万件

（H20年度）

検査年間処理件数
約２，７００万件

（H20年度）

整備事業者数

（うち

 

民間車検場数）

約９．１万工場

（H20年度末現在）

約２．９万工場

（H20年度末現在）

検査・登録等検査・登録等

登録船舶数
８，３６７隻

（H20年度末現在）

船舶検査件数
１２，４５２件

（H20年度）

ＰＳＣ立入検査件数
５，０４７件

（H20年）

車両の確認
４４６件

（H20年）

鉄道施設の

工事認可
１,１９９件

 
（H20年）

鉄道施設の

工事の完成検査

１４１件

（H20年度）

＜鉄道関係＞ ＜海事関係＞

外国船舶への立入検査

鉄道部技術系職員：122人の内数
(平成22年度末)

＜自動車関係＞

自動車登録関係職員：750人
自動車検査・整備関係職員：642人

(平成22年度末)

船舶検査官：159人
外国船舶監督官：134人

(平成22年度末)

自動車登録窓口自動車検査

地方運輸局について(交通運輸の安全確保等)

駅施設完成検査




